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褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に規定する 
従事者の配置要件について（注意喚起） 

 
 
標記については、褥瘡管理者として専従の看護師等の配置が要件とされてい

るところです。 

しかしながら、当局の実施する調査等において、「入院基本料通則における褥

瘡対策の基準に規定する褥瘡対策チーム専任の看護職員」「褥瘡患者管理加算の

施設基準に規定する専任の看護師」と兼任配置している事例が散見されるので、

貴病院の人員配置についてご確認願います。 

なお、褥瘡管理者の専従配置が出来ない場合にあっては、速やかに施設基準

等届出辞退申出書を提出願います。 
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